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の承認を求めることについて 

日程第 9 承認第２号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第 7号）の専決処分
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〃  折 戸  幸 博 



3 
 

 

◎ 欠席議員（0 名） 

 

◎ 出席説明者 

町 長  濱 谷  一 治 

副 町 長  長 谷 川    篤 

教 育 長  新 木  秀 幸 

総 務 財 政 課 長  澤 口  純 一 

政 策 推 進 課 長  田 畑  明 

税 務 課 長  清 水  直 樹 

健 康 推 進 課 長  高 橋  勝 則 

町 民 福 祉 課 長  太 田  誠 

環 境 住 宅 課 長  結 城  孝 好 

建 設 水 道 課 長  大 坂  敏 文 

追分商工観光課長  大 杉  則 明 

農 林 水 産 課 長  出 崎  雄 司 

ひ の き 荘 荘 長  広 島  良 二 

学 校 教 育 課 長  木 村  晃 

社 会 教 育 課 長  尾 山  徹 

総務財政課総務係長  竹 内  強 

 

（議会事務局） 

局 長    小 田 島  訓 

書 記    秋 山  悦 子 



4 
 

開 会 １４：００ 
 
（議長） 
ただいまの出席議員は１２名です。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 
ただいまから、平成２６年第４回江差町議会臨時会を開会いたします。 
 

（議長） 
本日の会議を開きます。 
初めに、閉会中に辞職を許可いたしました議員の報告をいたします。閉会中、

横山敬三前議員から平成２６年６月２０日付で６月２６日辞職月日の、議員の

辞職願が提出され、６月２０日同日に許可をいたしましたので報告をいたします。 

 

（議長） 
次に、本日の議事日程であります。お手元に配付のとおりであります。 

 

（議長） 
日程第１、会議録署名議員を指名いたします。 

会議録署名議員は、会議規則第１２９条の規定により、 飯田 議員、小林 議員を

指名いたします。 

 

（議長） 
日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

今臨時会の会期は、本日１日とすべき旨、議会運営委員会委員長から報告があり

ました。従いまして、今臨時会の会期は、本日１日にしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認め、よって、会期は本日１日とすることに決定いたしました。 

 

（議長） 

日程第３、決定第１号 議席の決定についてを議題といたします。 

先の江差町議会議員補欠選挙において、当選されました折戸幸博（おりと・ゆきひ

ろ）議員の議席は、江差町会議規則第４条の規定によって、只今着席のとおりとしたい
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と思います。 

よって、議席の位置が変更したところであります。只今着席の議席とすることに決定

いたします。 

 

（議長） 

日程第４、決定第２号 常任委員会委員の選任についてを議題といたします。 

欠員となっております社会文教常任委員会委員に今回当選されました、折戸議員

を江差町議会委員会条例第５条の規定により指名することとしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議ありませんので、折戸議員を社会文教常任委員会委員とすることに決定いたし

ました。 

 

（議長） 

日程第５、決定第３号 議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。 

ただいま資料差し替えしております。 

欠員となっております、議会運営委員会委員に若山明廣議員を江差町議会、議会

委員会条例第５条の規定により指名することとしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議ありませんので、議会運営委員会委員に若山明廣議員を選任することに決定

いたしました。 

 

（議長） 

日程第６、選挙第１号 南部桧山衛生処理組合議会議員選挙についてを議題とい

たします。 

 

（議長） 

お諮りします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により「指名推選」
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によりたいと思います。 

「指名推選」に賛成の方の挙手を求めます。 

挙手全員であります。 

よって、議長において「指名」することに決定いたしました。 

 

（議長） 

南部桧山衛生処理組合議員に萩原議員を指名いたします。 

 

（議長） 

お諮りします。 

只今指名いたしました萩原議員を南部桧山衛生処理組合議会議員の当選人と定

めることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

よって、只今指名いたしました萩原議員が「南部桧山衛生処理組合議会議員」に当

選されました。 

只今当選されました萩原議員が議場におられますので、会議規則第３３条の第２項

の規定により当選の告知をいたします。 

 

（議長） 

暫時休憩いたします。 

 

（議長） 

ここで、先の江差町議会補欠選挙において当選されました、折戸幸博議員を紹介

いたします。 

折戸議員、檀上の上、一言、皆様方にご挨拶をお願いいたします。それではどう

ぞ。 

 

「折戸議員」 

ただいまご紹介に賜りました折戸でございます。 

先頃の町議会補欠選挙で投票させて頂いたこと、その間、皆さんの御祈念、御鞭

撻、まことに感謝に絶えない所でございます。この上は町の、町長様始め町議会の皆

様、そして町職員の皆様、町民の方々と一生懸命江差の町の発展に尽くすつもりであ
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りますので、何卒よろしくお願いいたします。 

以上簡単ではありますが、挨拶と代えさせていただきます。 

 

（拍手する音） 

 

（議長） 

折戸議員、ありがとうございました。 

以上で、折戸議員のあいさつが終わりました。 

再開いたします。 

 

（議長） 

引き続きまして、町長より「行政報告」の申し出がありますので、これを許可いたしま

す。「町 長」 

 

「町 長」（行政報告） 

私から行政報告を申しあげます。 

養護老人ホーム「ひのき荘」の民設民営化について事業計画者であります社会福

祉法人「雄心会」様からの申し入れがありましたので、ご報告をさせていただきます。 

昭和４０年６月に建設され、この４９年間の間、増改築、修繕を繰り返してきた「ひの

き荘」は、江差町にとりまして、施設入所者の処遇改善を図ることは勿論のこと、いかに

効率的な展開を図るかでございました。が、江差町の限られた財源、厳しい財政状況

の下では、成し得なかった課題でありました。 

効率、効果的な施設運営に取り組むためには、私は「民設民営化」が最善と考えて

いたところへ皆様方もご承知の通り、社会福祉法人「雄心会」様が名乗りを上げ、でき

れば平成２８年より経営移管を行いたいと言ってきたことは、昨年１２月２日の、全員協

議会においてご案内のとおりでございます。 

養護老人ホームは行政の措置施設であり、民間に移管したとしても経営上、採算性

が厳しい事業でありますが、地元要望、地元貢献のため、雄心会として平成２７年度に

道の事業採択により新施設の着工、平成２８年度からの開設を目指し、基本設計、そ

して土地取得等の諸準備を進めていたようでありますが、過日、雄心会幹部が来庁し、

北海道への事業計画書の提出は難しいと判断し、養護老人ホーム「ひのき荘」の経営

移管については断念し、計画撤回の申し入れがありましたのでご報告を申し上げます。

以上です。 

 

（議長） 

以上で行政報告を終わります。 
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（議長） 

日程第７、報告第１号 出資法人江差ウインドパワー株式会社に係る経営状況につ

いて議題といたします。 

報告内容についてはお手元に配布のとおりでありますので、説明を省略し直ちに

質疑をお受けいたします。質疑希望ありませんか。 

 

（議長） 

質疑希望ありませんので、報告第１号については終結いたします。 

 

（議長） 

日程第８ 承認第１号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第６号）の専決処

分の承認を求めることについてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。「町 長」 

 

「町 長」（説明） 

承認第１号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を

求めることについてでございます。地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙の通

り専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるもの

でございます。江差町議会議員補欠選挙に伴う経費、及び天皇陛下の、傘寿奉祝お

催しによる江差沖揚げ音頭披露に係る経費について６月１８日付をもって専決処分し

たものでございます。具体的内容につきましては担当課長より説明いたしますので、ご

審議の上承認方よろしくお願い申し上げます。 

 

（議長） 

「総務財政課長」 

 

「総務財政課長」（補足説明） 

それでは説明申し上げます。議案の１１ページでございます。予算構成表で説明い

たします。二つの事業がございます。まず一つです。江差町議会議員補欠選挙でござ

います。内容は７月８日告示の江差町議会議員補欠選挙に係る経費を専決補正した

ものでございます。結果的に無投票ではございましたが、告示前に対応が必要であり

ますことから、予算計上をお願いしたものでございます。補正額は２１７万２千円でござ

います。財源内訳は全額一般財源でございます。 

二つめでございます。事業名が天皇陛下傘寿奉祝お催し江差沖揚げ音頭出演支

援でございます。内容でございます。天皇陛下の８０歳をお祝いし、民俗芸能鑑賞す
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る催しに江差沖揚げ音頭保存会の皆さんが出演したものでございます。全日本郷土

芸能協会から推挙されてのもので、７月１３日、皇居音楽堂で披露されたものでござい

ます。これに係る引率者１名、これの旅費、それから保存会及び出演者への、皆さん

への謝礼、この分を予算計上したものでございます。補正額は１５万７千円でございま

す。財源内訳は全額一般財源でございます。以上、補正額合計が２３２万９千円です。

財源内訳は全額一般財源でございます。一般財源は繰越金を充当するものでござい

ます。以上です。 

 

（議長） 

以上で提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑希望ありません

か。 

 

（｢なし｣の声） 

 

（議長） 

質疑希望ありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りします。 

本案については討論を省略し、ただちに採決したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

よって、本案については討論を省略し、直ちに採決いたします。 

 

（議長） 

承認第１号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を

求めることについて、原案のとおり承認することに、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって、承認第１号については原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

（議長） 

次に日程第９、承認第２号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第７号）の専
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決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。「町 長」 

 

「町 長」（提案説明） 

承認第２号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認を

求めることについてでございます。地方自治法１７９条第１項の規定により別紙のとおり

専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもの

でございます。 

運動公園の多目的広場、いわゆるこの陸上競技場の敷設管が経年劣化のため損

傷し、芝生に散水できないことなど、早急に改修する必要があったために７月３日付を

もって専決処分したものでございます。具体的内容につきましては担当課長より説明

いたしますので、ご審議方、承認よろしくお願い申し上げます。 

 

（「総務財政課長」の声） 

 

（議長） 

「総務財政課長」 

 

「総務財政課長」（補足説明） 

はい、それでは議案の２３ページ、お開き下さい。予算構成表で説明いたします。

併せまして資料配布してございます。資料１もご覧頂きたいと思います。事業名が運動

公園多目的広場散水用給水管修繕でございます。内容です。運動公園多目的広場

に設置しております散水栓につないでいる給水管が経年劣化で漏水し使用不能であ

ることから資料１のとおり、①と②の直線でございます。この延長７２ｍを新たに管を敷

設し、４つの散水栓の使用を可能とする工事でございます。芝生の管理上、７月の初

旬の予算計上をお願いしたものでございます。補正額は１８０万円で財源内訳は全額

一般財源でございます。繰越金を充当するものでございます。以上でございます。 

 

（議長） 

以上で提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑希望ありません

か。 

 

（議長） 

質疑希望ありませんので、質疑を終結いたします。 

本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありません

か。 
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(「異議なし」の声) 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

よって、本案については討論を省略し直ちに採決したいと思います。 

 

（議長） 

承認第２号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認を

求めることについて、原案のとおり承認することに、賛成の方の挙手を求めます。 

挙手全員であります。 

よって、承認第２号については原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

（議長） 

日程第１０、議案第 1 号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第８号）について

を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。「町 長」 

 

「町 長」（提案説明） 

議案第１号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第８号）についてでございま

す。今回の補正の内容につきましては、かもめ島海上遊歩道改修工事など、７事業に

係る経費の補正をお願いするものでございまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３,

７４６万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８億２,００８万４千

円とするものでございます。具体的内容につきましては担当課長より説明いたしますの

で、ご審議の上議決方よろしくお願い申し上げます。 

 

「総務財政課長」 

総務財政課長。 

 

（議長） 

「総務財政課長」 

 

「総務財政課長」（補足説明） 

はい。それでは議案の３４ページをお開き願います。予算構成表で説明いたします。

併せて資料もご覧いただきたいと思います。今回の７本の補正事業については道の地

域づくり総合交付金、この制度を活用した事業でございます。 
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一つめでございます。事業名が経営所得安定対策、個別所得補償制度でございま

す。内容です。農業経営所得推進に係る事務経費を実施主体であります江差町地域

農業再生協議会へ補助するものでございます。６月定例会で１７８万９千円の補正をし

た、したところでございます。今回追加として平成２７年以降の畑作交付金の算定方法

が前年度の生産面積から当年度の作付面積に一部制度変更されることから、これの

準備作業事業費として、測量調査等に係る経費を予算措置をしたものでございます。

補正額は１００万円でございます。財源内訳は全額道の支出金でございます。 

２つめでございます。北限のヒバの森づくり推進事業でございます。これは資料２を

ご覧いただきたいと思います。資料にありますようにヒバの育成とヒバの葉の商品化に

向けた研究を柱とした事業でございます。昨年に引き続き取り組む事業でございます。

具体的には資料に記載のとおりでございます。補正額は１５９万７千円です。財源内訳

は道支出金７４万８千円、一般財源は８４万９千円となるものでございます。 

次に事業名がナマコ養殖育成施設整備事業補助でございます。これは資料３をご

覧いただきたいと思います。内容です。資料にございますように浮沈式ナマコ養殖い

けす、これを３基を試験導入し、ナマコの養殖技術の確立を図っていくことを目的と、

目的とした事業でございます。このナマコ養殖いけす導入に対し、道の地域づくり総合

交付金を活用しての補助金を交付するものでございます。事業主体は江差ナマコ養

殖研究会、でございます。補正額は４５５万円、財源内訳は道支出金が３８０万円、一

般財源が７５万円でございます。 

次に事業名が活魚パックシステム導入推進事業補助でございます。これも資料４、

ご覧いただきたいと思います。内容でございます。漁業の新技術を駆使した活魚パッ

クシステム、これを１台をですね、導入し、前は、前浜で水揚げされた魚を活魚として

出荷することで他地域との差別化、それからブランド化の推進を図ることを目的として

おります。この活魚パックシステム導入に対し道の地域づくり総合交付金を活用、補助

金を交付するものでございます。事業主体は江差動力船船主組合でございます。補

正額は３８０万円、財源内訳は道支出金が１９０万円、一般財源が１９０万円でございま

す。 

次に事業名が新幹線開業を見据えた観光対策、新幹線開業こう、効果拡大プロジ

ェクトでございます。内容でございます。訪れた観光客にカテゴリごとの魅力を発信す

るガイドパンフの作成、それから観光客の誘客対策としてサイン看板、これを設置する

ものでございます。具体的には資料に記載している内容となります。補正額は６３０万

円、財源内訳は道支出金が３１０万円、一般財源が３２０万円でございます。 

次にかもめ島海上遊歩道改修でございます。これは資料６をご覧いただきたいと思

います。遊歩道の床板、それから床桁の腐食劣化により、これを改修し、利用者の安

全性を確保するものでございます。資料の赤い部分、これが改修予定でございます。

延長が２０３ｍございます。補正額は１,６９４万８千円、財源内訳は道支出金が７３０万
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円、一般財源が９６４万８千円でございます。 

次に姥神土蔵調査事業でございます。これは資料７をご覧いただきたいと思います。

内容です。４棟からなる土蔵群の活用方策を検討する前段で、土蔵の構造調査等を

実施し、改修案の作成材料とするものでございます。補正額は３２７万４千円です。財

源内訳は道支出金が１,５００万円、一般財源が１７７万４千円でございます。 

以上、補正額合計が３,７４６万９千円でございます。財源内訳は道支出金が１,９３０

万円、一般財源が１,８１６万９千円でございます。一般財源は繰越金を充当するもので

ございます。以上でございます。 

 

（議長） 

以上で提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑希望ありません

か。 

「小野寺議員」 

 

「小野寺議員」 

ええと、２点お聞きします。１点は北限のヒバの森の関係。それからもう一つは新幹

線開業効果拡大の事業です。 

それで、ああこっちですね。まず最初。北限のヒバの森づくりですが、二つめもそう

ですが、これは補助事業で言うと振興局の地域づくり総合交付金、の事業であります。

それで、ここでお聞きしたいのは、この事業化に向けて今どういう段階になっているの

かなと。これ確か昨年からの２年、一昨年でしたかね、それで昨年でしたか試作品的な

ものを議員の皆さんにも頂いて、まだ私使ってますが。道筋をつけるということになって

おりますが、その商品開発、商品化っていう部分について今どういう段階に来ているの

か、商品化するにしても一応、委託先が檜山南部森林組合、今後の道筋をつけるとい

う意味合いで、その商品化ということになると、最後まで森林組合ということになるのか

もう少し民間的な部分も想定しているのか、現時点での部分でよろしいので教えてい

ただきたいと。 

それから二つめ。新幹線、こっちか。はい、失礼しました。それでちょっと聞き洩らし

たかもしれませんが、この金額少し内訳でも教えて頂きたいんですけれども、説明で①

から④、ありますけれども大よそどういうような予算配分を考えているのか。大よそでよ

ろしいんですけれども、教えていただきたい。それから、これは直営の部分で実際、仕

事は委託と、いうことになっております。で、今考えられてる委託先、どういうふうに考え

ているのか、事実上どこが受け皿としてやろうとしているのか。そこちょっと教えていた

だきたいなと思います。以上です。 

 

（議長） 
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「農林水産課長」 

 

「農林水産課長」 

北限のヒバの森づくりの関係なんですけれども、本年度で３年目の事業展開となり

ます。小野寺議員も申し上げました通り、昨年議員の皆さんに試供品という形で、抗菌

防臭に使うスプレーを渡したのですけども。今現在林業試験場の方と連携を図ってい

まして、そのヒノキチオールという成分がやはり抗菌、あるいは防臭、防虫、入浴剤、い

ろんなものに活用できるという目処がついてますので、昨年の物をブラッシュアップす

るという方向性もありますが、また違う観点で商品化も目指していきたいと。で、それま

でには、どのくらいのコストがかかるのか、あるいはパッケージのデザインにどのぐらい

の経費がかかるのか、いろんなものを想定しながら、最終的な値段はどのくらいになる

のかを踏まえながら、できれば２８年度、あるいは２９年度にですね、一般の市場に出

回るような形のものを整備していきたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思い

ます。 

 

（議長） 

「追分商工観光課長」 

 

「追分商工観光課長」 

まず予算の概略、配分でございますけれども。直営としまして、旅費等を含めて２５

万、それから消耗品、これはしげっちの半纏等でございますが、こちらが２５万、それか

らフリーペーパーの作成、委託、それから観光案内板の作成委託を含めて３５０万、と

いうような内訳で現在考えております。委託先につきましてはまだ具体的に決定はして

おりませんが、観光協会等に委託することも検討しているという状況でございます。 

 

「小野寺議員」 

はい。議長。 

 

（議長） 

「小野寺議員」 

 

「小野寺議員」 

観光の方分かりました。それで、最初の方の北限のヒバの森づくりなんですが、今、

全国的にも地域の素材を使って消臭とかいろんなものをやってますよね。それで、各

地の観光地行けば、もう必ずと言っていいほどそういうものが商品化されて、きっと多

分、問題はこれから、じゃどこが売り手としてきちんと商売として担い手としてなるのかと



15 
 

いう所も含めて、多分、今年来年、そういう所が行くのかなと思うのですが。さっき質問

で聞きました、今委託先の南部森林組合が最終的に、ここも事業主体として販売店と

いうことになるのか、もう少し民間の活用も含めて検討しているのか、その繋がりも今、

現時点の事業の中でも模索しているのか。毎年似たようなことで試験はやっても、結局

それで終わりと。補助事業が終わって、終わりと、いうのが、この少なくとも私経験して

いる部分でもいくつもありますよね。ですから、これからの先のことも含めてしっかりと町

が橋渡しするという展望を持たなくてはいけないと思うんです。それが道筋をつけると

いうことだと思うのですが、その辺についてもし、現時点の検討で教えていただければ

なと思います。 

 

（議長） 

はい、「農林水産課長」 

 

「農林水産課長」 

議員仰るとおりだと思います。この種の物っていうのは商品開発までいって、そこか

らなかなか市場に出回らないという例も多々あるんですけども、青森のヒバの例ご覧に

なりましたでしょうか。青森のヒバの方では、シャンプー、あるいはボディソープ、いろん

なものが商品開発されております。南部桧山森林組合に委託したというのは、基本的

にまずその原料となるヒバの伐採。あるいはその間伐も含めたですね、原材料の供給

を南部桧山森林組合がしっかり担って欲しいと。で、今回商品開発できましたら、議員

ご指摘のとおり、南部桧山森林組合では販売までは、恐らく人出などもあり追いつかな

い部分もありますので、当然どこかの企業に手をあげていただいて、共同で町の特産

品という形で販売して参りたいと考えております。以上でございます。 

 

（議長） 

いいですか。 

他に質疑希望ありませんので、質疑を終結いたします。 

 

（議長） 

お諮りします。 

本案については討論を省略し直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

 

（議長） 

異議なしと認め直ちに採決いたします。 

議案第１号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第８号）について、原案に賛
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成の方の挙手を求めます。 

挙手全員であります。 

よって、議案第１号については原案のとおり可決されました。 

 

（議長） 

日程第１１、議案第２号 （平成２６年度）江差町一般会計補正予算（第９号）につい

てを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。「町 長」 

 

「町 長」（提案理由） 

議案第２号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第９号）についてでございま

す。今回の補正の内容につきましては、法人町民税の申告に基づく還付費用額及び

今後のみ、見込みを踏まえ、所要額の補正をお願いするものでございまして歳入歳出

予算の総額にそれぞれ３５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額をさ、歳入歳出それ

ぞれ４８億２,３５８万４千円とするものでございます。具体的内容につきましては、担当

課長より説明いたしますので、ご審議の上議決方よろしくお願い申し上げます。 

 

(「総務財政課長」という声) 

 

（議長） 

「総務財政課長」 

 

「総務財政課長」（補足説明） 

はい。それでは説明申し上げます。追加議案、議案目次その２というのを配布して

ございますので、これの２ページでございます。予算構成表で説明いたします。事業

名が過年度還付でございます。内容は法人町民税の確定申告に伴い、還付金が発

生したことと、今後の還付金の見込み額を合わせまして３５０万円の補正をお願いする

ものでございます。財源内訳は全額一般財源でございます。以上でございます。 

 

（議長） 

以上で提案理由の説明が終りましたので、質疑を許します。質疑希望ありません

か。 

 

（「なし」の声） 

 

（議長） 
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質疑希望ありませんので、質疑を終結いたします。 

 

（議長） 

お諮りします。 

本案については討論を省略し、直ちに採決をしたいと思いますがご異議ありません

か。 

 

 (「異議なし」の声) 

 

（議長） 

異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

議案第２号 平成２６年度江差町一般会計補正予算（第９号）について、原案に賛

成の方の挙手を求めます。 

挙手全員であります。 

よって、議案第２号については原案のとおり可決されました。 

 

（議長） 

以上で本日の、 

 

「室井議員」 

議長。 

 

（議長） 

「室井議員」 

 

「室井議員」 

はい。議長、あの動議の提出と理由述べてよろしいですか。 

 

（議長） 

はい。 

 

「室井議員」 

はい。ええとですね、先の７月１３日の選挙に於いてですね、１２年間江差町のかじ

取りした濱谷町長が、今日が実質的に最後の議会でのあれだと思います。ええ、答弁

だと思います。この１２年間いろんなことがあったと思います。もし町民にですね、濱谷

町長が何かをメッセージを送るのであれば、この議会が最後だと思いますので、もしそ
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ういう思いがあったら、私は町長からお話を述べていただきたい。それが動議の提案

理由です。以上です。 

 

（議長） 

今の動議について賛成の方。 

賛成多数であります。 

よって、町長の方からそれぞれ今の室井議員に対しての言葉をお願いしたいと。 

 

「町 長」 

昭和３９年に役場職員として奉職させて貰って以来、５０年。後半の１２年間は今、

室井議員が仰ったように江差町の長い歴史のある江差町の首長として携らせていただ

きました。平成１４年に私が首長としてこの場に立たせて貰ったその原点は、これはや

っぱり私は財政再建だろうと。何回も口すっぱく申し上げますけども、町の貯金が８千

万、借金が１１６億というこういう状態があっては、私は将来の若い世代に大きな禍根を

残す、そういう思いをしておりまして、そういうふうに私は１２年間一生懸命やって努め

てきた。議会も含めて、そして特に私は職員に感謝しております。給料削減しながらも、

皆さんが財政再建に理解を示してくれたことについては、本当に心から感謝申し上げ

たい。そういうことからすれば、私は３期１２年間の間、財政再建やってきて、将来に禍

根を残さない町づくりができたかなという思いがあって、これからも地域、町民、議会に

育てられてきた結果はですね、私は皆様認めて貰えるのではないかなと思っておりま

す。今回の選挙で私は２９歳の若者に敗れまして、従ってそれらのことについては多く

を語らず、この場を去りたいと思います。ありがとうございました。 

 

（拍手する音） 

 

（議長） 

町長、本当に長い間大変ご苦労様です。 

 

（議長） 

以上で本日の臨時会に付議された案件はすべて議了いたしました。 

これで会議を閉じます。 

平成２６年第４回江差町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様です。 

 
 
 

閉 会 １４：３８   


